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会 議 録  

会 議 の 名 称 行田市立図書館協議会  

開 催 日 時 令和４年１０月４日（火）  

  開会：午後２時００分    閉会：午後３時１０分  

開 催 場 所 中央公民館 第１学習室  

出席者（委員） 

氏 名 

島田ユミ子、木村清治、橘明良、小林教子、馬場和雄、稲葉準一、

田口恵利子、飯塚千十世、茂木美智代、須郷稔  

欠席者（委員） 

氏 名 

なし  

事 務 局 
柿沼館長、角田主査、柏瀬  

会 議 内 容 

（１）令和３年度行田市立図書館事業報告について  

（２）令和４年度行田市立図書館事業計画について  

（３）その他  

会 議 資 料 

（資料名・概要等）  

・行田市立図書館協議会会議次第・行田市立図書館協議会設置条例  

・行田市立図書館協議会委員名簿  

・令和 3 年度図書館事業報告について【資料１】  

・令和 4 年度図書館事業計画について【資料２】  

そ の 他 必 要 

事 項 

傍聴人 なし  

会 確  

議  

録  

の 定  

確 定 年 月 日  主 宰 者 氏 名  

 

令和  ４  年  １０  月  １４  日  

 

島  田  ユ  ミ  子  
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 発 言 者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事 務 局  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

事 務 局  

 

各 委 員  

 

事 務 局  

 

 委 員 長  

 

 

事 務 局  

委 員 長  

飯塚 委員  

 

事 務 局  

 

飯塚 委員  

委 員 長  

飯塚 委員  

事 務 局  

 

 

飯塚 委員  

市民憲章唱和 （新型コロナウイルス感染症予防のため省略）  

１ 開  会  

２ 委嘱状の交付  

３ 教育長あいさつ  

４ 自己紹介  

５ 正副委員長の選出について  

「行田市立図書館協議会設置条例」第 4 条第 1 項に、正副委員

長は委員の中から互選すると規定されている。いかが取り計ら

えばよろしいか。  

特に意見がないようなので事務局 案として、委員長に島田委

員を、副委員長に木村委員を提案する。  

異議なし  

６ 新委員長、副委員長の挨拶  

「行田市立図書館協議会設置条例」第 4 条第 2 項に基づき、島

田委員長が議長になり議事進行を行う。  

７ 議  題  

議題（１）令和３年度行田市立図書館事業報告について、事務

局に説明を求める。  

 資料１に基づき説明  

 質疑等はあるか。  

３ページ目「障害者サービス」について、視聴覚障害者とある

が、聴覚障害者へはどのようなサービスを行っているのか。  

視聴覚障害者は誤記である。視覚障害者に訂正をさせていただ

く。  

了解した。  

 他に質問等はあるか。  

コロナ前に比べて利用者数の変動はいかがか。  

入館者数、貸出数ともにコロナ前より大幅に落ち込んでいる。  

予約方法を見直すなど、コロナ禍に合わせたサービスの向上を

図っており、浸透すれば数字は増えていくと思う。  

了解した。  
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馬場 委員  

 

事 務 局  

 

馬場 委員  

茂木 委員  

 

事 務 局  

 

 

茂木 委員  

事 務 局  

 

茂木 委員  

 橘 委 員  

 

 

 

 事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橘 委 員  

委 員 長  

 

事 務 局  

ビブリオバトルは参加者に順位をつけるのか。その際の１位の

本はどんな本であったか。  

具体的な書籍名は手元に資料がないため説明ができない。  

１位のみ決めるため、その他の順位はつけない。  

了解した。  

読書手帳は何冊の配布があり、どのような年代の人が利用して

いるのか。  

ホームページのマイページにマイ本棚というものがあり、そち

らで自分が借りた本の確認が出来るため、手帳配布の実績はほと

んどなくなってきている。  

手帳がなくなったということか。  

なくなったわけではないが、電子化を進めているため、積極的

に紙の手帳の配布は行っていない。  

了解した。  

電子図書館について、利用するために手続きはあるのか。また、

子どもたちがタブレットを持っているため、移動図書館のカード

を持っていれば利用出来るのか。今出来ないとしても出来るよう

になる方向で進んでいるのか。現段階での状況を教えてほしい。  

電子図書館は、行田の利用カードを持っている方が対象で、利

用カードの番号と生年月日を入力すればすぐに利用が出来る。返

却は２週間経つと自動でされるため、返却漏れが防げる。文字の

拡大が出来たり、ものによっては音声が出るものもある。  

タブレットがあれば電子図書館は利用が出来るが、１コンテン

ツを利用料という形で購入しているため、例えば購入後２年経過

か５２回借りられると権利がなくなってしまう書籍もある。  

また、電子書籍は、原則、１コンテンツにつき１利用者で、そ

れ以降の人は予約という形になっているが、同時に何人でも利用

可能な児童書の読み放題パックも導入している。  

了解した。  

次に 議題（２）令和４年度行田市立図書館事業計画について 

事務局に説明を求める。  

資料２に基づき説明  
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委 員 長  

飯塚 委員  

 

事 務 局  

 

飯塚 委員  

委 員 長  

 

 

事 務 局  

 

 

 委 員 長  

 各 委 員  

事 務 局  

 

各 委 員  

副 委員長  

事 務 局  

 

副 委員長  

事 務 局  

副 委員長  

委 員 長  

事 務 局  

 

質疑等はあるか。  

 本の福袋について、中身が分からないとのことだが、本のジャ

ンルや年齢は分けられているのか。  

ジャンルは絞られていない。小学生、中学生、大人用という分

け方をしている。  

了解した。  

他に質疑等はあるか。  

ないようなので、次に「その他」について、事務局の説明を求

める。  

例年、図書館協議会の第２回で先進図書館の視察を行っている

が、コロナ禍のため受け入れてもらうことが難しく、今年度は実

施しないとして良いか。  

何か意見はあるか。  

意見なし  

特に意見もないようなので、今年度の実施は見送ることとさせ

ていただく。  

了承  

参考までに今までどこに視察に行っていたか伺いたい。  

直近では平成３０年度に県立久喜図書館と杉戸町立図書館に行

った経緯がある。  

県内の視察が多いのか。  

基本は県内だが、過去には県外の施設を視察したこともあった。 

了解した。  

以上ですべての議題を終了し、進行を事務局にお返しする。  

６ 閉会のあいさつ 木村副委員長  

 以上で行田市立図書館協議会を閉会とする。  

 


